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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第60期

第３四半期連結
累計期間

第61期
第３四半期連結

累計期間
第60期

会計期間
自　平成29年４月１日
至　平成29年12月31日

自　平成30年４月１日
至　平成30年12月31日

自　平成29年４月１日
至　平成30年３月31日

売上高 （千円） 6,137,639 5,763,358 7,763,700

経常利益 （千円） 100,383 119,744 45,459

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 55,822 74,268 24,842

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 69,261 57,314 34,521

純資産額 （千円） 2,188,212 2,196,422 2,153,384

総資産額 （千円） 4,505,553 4,522,150 4,448,000

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 39.32 52.31 17.50

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 48.6 48.6 48.4

 

回次
第60期

第３四半期連結
会計期間

第61期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自　平成29年10月１日
至　平成29年12月31日

自　平成30年10月１日
至　平成30年12月31日

１株当たり四半期純利益 （円） 37.97 50.23

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

２．売上高には消費税等（消費税及び地方消費税をいう。以下同じ）は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

４．当社は、平成29年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。前連結会計

年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益を算定しております。

５．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半

期連結会計期間の期首から適用しており、前第３四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経

営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

 

２【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、

重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記

載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

（１）財政状態及び経営成績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や金融政策の効果により、企業の収益改善

や雇用・所得環境の改善が進み、景気は緩やかな回復基調で推移しましたが、通商問題が世界経済に与える影響

や、海外経済の不確実性、金融資本市場の変動の影響などにより、先行きは依然として不透明な状態が続きまし

た。

当社グループの主力販売商品であるカーケア関連商品の販売先であるサービスステーション（略称：SS）業界

においては、大手石油元売会社の経営統合効果により需給改善の効果は継続されました。しかしながら、国内の

燃料需要はエコカーの普及等により減少を続け、SSを取り巻く環境は依然として厳しく、燃料外収益の重要性は

今後も変わりありません。最近では事業多角化により燃料外分野の領域も広がりを見せております。

このような環境のもと、当社グループは戦略的営業体制により売上の拡大、拡販を図ってまいりました結果、

SSにおいて集客のための差別化アイテムであるノベルティ、今期プロジェクトであるSS店内外のリノベーション

を目的とした快適新空間に関連する売上は引き続き好調に推移いたしました。SSでの設備投資への関心は非常に

高く、今後も大きく期待されます。また、売上が一時的に減少した当社の基本商品であるオイルフィルター、ワ

イパーブレード及びバッテリーは回復を見せております。当社グループといたしましては、基本商品の拡販はも

とより、多角化を目指すSSに対して地域特性や社会的ニーズに合った生活拠点としてのSS企画提案を加速させる

とともに、昨今多発する自然災害に対し、ライフラインとしての対応力を強化しているSSの要望に対応できるサ

ポートを行ってまいります。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高 5,763百万円（前年同期比 6.1％減）、営業利益

107百万円（前年同期比 20.0％増）、経常利益 119百万円（前年同期比 19.3％増）、法人税等 45百万円を計上

し、親会社株主に帰属する四半期純利益は 74百万円（前年同期比 33.0％増）となりました。

セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

主力事業である「カーケア関連商品販売」事業については、上記の要因から、売上高は 5,757百万円（前年同

期比 2.6％減）、セグメント利益は 104百万円（前年同期比 9.2％増）となりました。「その他」の事業につき

ましては、売上高は 95百万円（前年同期比 67.1％減）、セグメント利益は 2百万円（前年同期はセグメント損

失 6百万円）となりました。

財政状態の分析は次のとおりであります。

なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四

半期連結会計期間の期首から適用しており、財政状態については遡及処理後の前連結会計年度末の数値で比較を

行っております。

（資産）

当第３四半期連結会計期間末における流動資産は 3,430百万円となり、前連結会計年度末に比べ 159百万円増

加いたしました。これは主に現金及び預金が 218百万円減少したこと、受取手形及び売掛金が 286百万円増加し

たこと、商品及び製品が 115百万円増加したこと等によるものです。固定資産は 1,091百万円となり、前連結会

計年度末に比べ 85百万円減少いたしました。これは主に土地が 38百万円減少したこと、投資有価証券が 23百

万円減少したこと、差入保証金が 23百万円減少したこと等によるものです。

この結果、総資産は 4,522百万円となり、前連結会計年度末に比べ 74百万円増加いたしました。

（負債）

当第３四半期連結会計期間末における流動負債は 1,737百万円となり、前連結会計年度末に比べ 293百万円増

加いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が 492百万円増加したことと、１年内返済予定の長期借入金が

130百万円減少したこと等によるものです。固定負債は 588百万円となり、前連結会計年度末に比べ 262百万円

減少いたしました。これは主に長期借入金が 271百万円減少したこと等によるものです。

この結果、負債合計は 2,325百万円となり、前連結会計年度末に比べ 31百万円増加いたしました。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は 2,196百万円となり、前連結会計年度末に比べ 43百万円

増加いたしました。これは主に利益剰余金の増加によるものであります。

この結果、自己資本比率は 48.6％（前連結会計年度末は 48.4％）となりました。
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（２）経営方針・経営戦略等

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更は

ありません。

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

（株式会社の支配に関する基本方針）

当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値ひいては

株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保し、向上させることを可能とする者である必要があると考えておりま

す。

当社は株式の大量の買付であっても、当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益に資するものであれば、こ

れを否定するものではありません。また、会社の支配権の移転を伴うような大量の株式の買付提案に応じるか否

かの判断は、最終的には株主の皆様の総意に基づき行われるべきものと考えております。

しかし、株式の大量の買付行為の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に対

する明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、対象会社の取締

役会や株主の皆様が株式の大量買付について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十

分な時間や情報を提供しないものなど、対象会社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益に資さないものも少な

くありません。

当社にとっては、お客様との強い絆の維持が当社の成長を支えており、また、今後の成長を支え続けるもので

あります。ひいては、株主の皆様の利益に繋がるものであると確信しております。こうしたお客様との強い絆が

当社の株式の買付を行う者により中長期的に確保され、向上させられるものでなければ、当社の企業価値及び株

主共同の利益は毀損されることになります。

当社としては、このような当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式の大量買付を行う者

は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による当社株式の大量買

付に対しては必要かつ相当な対抗をすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上さ

せる必要があると考えております。

 

（４）研究開発活動

該当事項はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 5,000,000

計 5,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）

（平成30年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成31年２月８日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 1,470,000 1,470,000

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

100株

計 1,470,000 1,470,000 ─ ─

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総数
残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

平成30年10月１日～

平成30年12月31日
－ 1,470,000 － 1,910,700 － 88,604

 

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないた

め、記載することができないことから、直前の基準日（平成30年９月30日）に基づく株主名簿による記載を

しております。

 

①【発行済株式】

平成30年12月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　 　50,300 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　1,419,100 14,191 －

単元未満株式 普通株式　　　　600 － －

発行済株式総数 1,470,000 － －

総株主の議決権 － 14,191 －

（注）単元未満株式数には、当社所有の自己株式１株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成30年12月31日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

ムラキ株式会社
東京都多摩市関戸

二丁目24番地27
50,300 － 50,300 3.42

計 － 50,300 － 50,300 3.42

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内

閣府令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成30年10月１日から

平成30年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年12月31日まで）に係る四

半期連結財務諸表について、リンクス有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成30年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,602,244 1,384,173

受取手形及び売掛金 ※２ 1,005,799 ※２ 1,291,874

商品及び製品 584,536 699,839

その他 78,836 55,075

貸倒引当金 △954 △628

流動資産合計 3,270,463 3,430,335

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 851,651 799,944

減価償却累計額 △781,605 △738,776

建物及び構築物（純額） 70,046 61,167

機械装置及び運搬具 15,615 11,293

減価償却累計額 △15,146 △11,142

機械装置及び運搬具（純額） 468 151

土地 518,941 480,711

リース資産 3,326 －

減価償却累計額 △3,049 －

リース資産（純額） 277 －

その他 208,982 223,677

減価償却累計額 △189,674 △197,237

その他（純額） 19,307 26,439

有形固定資産合計 609,041 568,470

無形固定資産   

のれん 74,916 71,795

その他 16,063 19,399

無形固定資産合計 90,980 91,195

投資その他の資産   

投資有価証券 152,682 128,694

差入保証金 314,666 291,402

繰延税金資産 1,562 5,498

その他 22,614 20,253

貸倒引当金 △14,011 △13,698

投資その他の資産合計 477,515 432,148

固定資産合計 1,177,537 1,091,814

資産合計 4,448,000 4,522,150
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成30年12月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※２ 762,562 ※２ 1,255,459

1年内返済予定の長期借入金 521,713 391,694

リース債務 315 －

未払法人税等 58,029 22,054

賞与引当金 13,680 6,852

その他 86,885 60,945

流動負債合計 1,443,185 1,737,006

固定負債   

長期借入金 521,499 249,758

役員退職慰労引当金 35,850 36,760

退職給付に係る負債 267,137 276,387

繰延税金負債 21,495 21,495

その他 5,449 4,320

固定負債合計 851,431 588,721

負債合計 2,294,616 2,325,727

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,910,700 1,910,700

資本剰余金 88,604 88,604

利益剰余金 182,363 242,433

自己株式 △47,653 △47,732

株主資本合計 2,134,014 2,194,006

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 19,369 2,416

その他の包括利益累計額合計 19,369 2,416

純資産合計 2,153,384 2,196,422

負債純資産合計 4,448,000 4,522,150
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成30年４月１日
　至　平成30年12月31日)

売上高 6,137,639 5,763,358

売上原価 4,722,415 4,388,196

売上総利益 1,415,223 1,375,162

販売費及び一般管理費   

報酬及び給料手当 635,674 612,640

賞与引当金繰入額 6,840 6,852

役員退職慰労引当金繰入額 6,397 6,010

賞与 11,957 12,200

その他 664,537 629,679

販売費及び一般管理費合計 1,325,406 1,267,381

営業利益 89,816 107,780

営業外収益   

受取利息 1,295 1,071

仕入割引 8,818 8,876

貸倒引当金戻入額 298 368

その他 5,853 6,352

営業外収益合計 16,265 16,668

営業外費用   

支払利息 4,932 4,097

手形売却損 408 391

その他 358 214

営業外費用合計 5,698 4,703

経常利益 100,383 119,744

特別利益   

固定資産売却益 － 800

特別利益合計 － 800

特別損失   

固定資産売却損 － 859

固定資産除却損 1,579 271

特別損失合計 1,579 1,131

税金等調整前四半期純利益 98,804 119,414

法人税、住民税及び事業税 42,825 41,600

法人税等調整額 156 3,546

法人税等合計 42,982 45,146

四半期純利益 55,822 74,268

親会社株主に帰属する四半期純利益 55,822 74,268
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成30年４月１日
　至　平成30年12月31日)

四半期純利益 55,822 74,268

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 13,439 △16,953

その他の包括利益合計 13,439 △16,953

四半期包括利益 69,261 57,314

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 69,261 57,314

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（連結の範囲の変更）

第２四半期連結会計期間において、株式会社ムラキ・エージェンシーは清算したため、連結の範囲から除外し

ております。

 

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期連

結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定

負債の区分に表示しております。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

１．受取手形割引高

 
前連結会計年度

（平成30年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成30年12月31日）

受取手形割引高 65,284千円 52,576千円

 

※２．四半期連結会計期間末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日

でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期連結会計期間末日満期手形の

金額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成30年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成30年12月31日）

受取手形 60,804千円 52,292千円

支払手形 21,930 19,599

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四

半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む）及びのれんの償却額は、

次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成30年４月１日
至　平成30年12月31日）

減価償却費

のれんの償却額

17,078千円

3,121

16,611千円

3,121
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年12月31日）

配当に関する事項

１．配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年10月25日

取締役会
普通株式 7,099 0.5 平成29年９月30日 平成29年12月４日 利益剰余金

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後

となるもの

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30年12月31日）

配当に関する事項

１．配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年６月22日

定時株主総会
普通株式 7,098 5 平成30年３月31日 平成30年６月25日 利益剰余金

平成30年10月26日

取締役会
普通株式 7,098 5 平成30年９月30日 平成30年12月３日 利益剰余金

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後

となるもの

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

   （単位：千円）

 
カーケア関連

商品販売

その他

（注１）

調整額

（注２）

四半期連結

損益計算書

計上額

（注３）

売上高     

(１)外部顧客への売上高 5,910,776 226,863 － 6,137,639

(２)セグメント間の内部

売上高又は振替高
86 64,107 △64,194 －

計 5,910,862 290,971 △64,194 6,137,639

セグメント利益又は損失

（△）
95,282 △6,365 900 89,816

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、「看板・チラシ等の

販促物の企画・製作」「保険・旅行の代理業務」等の事業活動を含んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額 900千円は、セグメント間取引消去であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）
該当事項はありません。

 
（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

   （単位：千円）

 
カーケア関連

商品販売

その他

（注１）

調整額

（注２）

四半期連結

損益計算書

計上額

（注３）

売上高     

(１)外部顧客への売上高 5,756,921 6,436 － 5,763,358

(２)セグメント間の内部

売上高又は振替高
100 89,250 △89,351 －

計 5,757,022 95,687 △89,351 5,763,358

セグメント利益 104,042 2,837 900 107,780

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、「看板・チラシ等の

販促物の企画・製作」等の事業活動を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額 900千円は、セグメント間取引消去であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）
該当事項はありません。

 
（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成30年４月１日
至　平成30年12月31日）

１株当たり四半期純利益 39円32銭 52円31銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益

（千円）
55,822 74,268

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益（千円）
55,822 74,268

普通株式の期中平均株式数（千株） 1,419 1,419

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．当社は、平成29年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。前連結

会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益を算定しております。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

平成30年10月26日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）配当金の総額………………………………………7,098千円

(ロ）１株当たりの金額…………………………………５円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成30年12月３日

（注）平成30年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っております。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成31年２月７日

ムラキ株式会社

取締役会　御中

 

リンクス有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 舩津　雅弘　　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 金沢　 修 　　　印

 

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているムラキ株式会社

の平成30年４月１日から平成31年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成30年10月１日から平成30

年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ムラキ株式会社及び連結子会社の平成30年12月31日現在の財政状態及

び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な

点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

 

以上
 

（注）　　１.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２.ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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